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第１章 「企業団経営強化プラン」策定の趣旨 

第１節 君津中央病院企業団の使命 

君津中央病院企業団（以下「企業団」という。）は、君津中央病院（以下、「本院」

という。）、君津中央病院大佐和分院（以下「分院」という。）及び君津中央病院附属

看護学校（以下、「附属看護学校」という。）の経営並びにこれらの事務に関連する保

健衛生上必要な事業に関する事務を共同処理する一部事務組合（地方自治法で定める

特別地方公共団体）です。 

企業団は、君津保健医療圏（以下「君津医療圏」という。）において唯一の公立病

院を運営する団体であることから、次の４点を使命とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 「企業団経営強化プラン」策定の背景 

企業団が、持続可能な地域医療提供体制を支えていくためには、医療の質を高める

とともに安定した経営の確保が不可欠です。 

企業団は、平成１８年４月に地方公営企業法の一部適用から全部適用への経営形態

の見直しを実施し、３年間の経営計画を策定しました。その後も、総務省が公立病院

の経営に関して策定した「公立病院改革ガイドライン（平成１９年度）」及び「新公

立病院改革ガイドライン（平成２６年度）」に示された「地域医療構想を踏まえた役

割の明確化」、「経営の効率化」、「再編・ネットワーク化」等を踏まえて、経営計画を

策定し経営改善に取り組んでいますが、依然として厳しい経営状況が続いています。 

このような経営的課題は、企業団のみならず多くの公立病院が抱えており、令和４

年３月、総務省は、医師・看護師等の不足、人口減少や少子高齢化に伴う医療需要の

変化等により、依然として持続可能な経営を確保しきれていない病院も多いこと、ま

た、新興感染症拡大時の対応における公立病院の果たす役割の重要性が改めて認識さ

れたことから「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイ

ドライン」（以下「経営強化ガイドライン」という。）を新たに策定しました。 

①君津医療圏のニーズにおいて担うべき医療を提供すること 

②地域の皆様に、良質で安全な医療を提供すること 

③千葉県保健医療計画に位置付けられた役割を担うこと 

④経営の効率化を図り、持続可能な病院経営を目指すこと 

君津中央病院企業団の使命 



4 

 

 

この「経営強化ガイドライン」において、公立病院は、経営強化の取組により、持 

続可能な地域医療提供体制を確保していく必要があり、各々の地域と公立病院が置か

れた実情を踏まえつつ、「公立病院経営強化プラン」を策定し、主体的に実施するこ

とが求められています。 

これを受けて、企業団では、地域において企業団が果たすべき役割や維持すべき機

能等について改めて整理するとともに、経営強化を計画的に行い、早期の収支改善を

図っていくため、「君津中央病院企業団経営強化プラン」（以下「企業団経営強化プラ

ン」という。）を策定しました。 

 

第３節 「企業団経営強化プラン」の位置付けと対象期間 

総務省は「公立病院経営強化プラン」の策定時期を令和４年度又は令和５年度とし、

期間は令和９年度までを対象としています。 

企業団では、「第６次５か年経営計画（令和３年度～令和７年度）」３年目となる令

和５年度に行った期中の実績評価及び令和６年度から開始される「次期千葉県保健医

療計画（素案）」をもとに「企業団経営強化プラン」の策定及びその達成のための具

体的な施策を展開する「第６次５か年経営計画」の見直しを行いました。 

その実施状況については、第７次経営計画の策定年度に当たる令和７年度に中間検

証を行い、その結果、診療報酬改定、医療を取り巻く環境、社会経済情勢の変化、千

葉県保健医療計画等と著しい齟齬が生じた場合には、速やかに計画を見直すこととし

ました。 

 

第４節 「企業団経営強化プラン」の中間検証と見直し 

 企業団では、経営改革委員会及び運営委員会における令和６年度の点検・評価を、

「企業団経営強化プラン」に掲げる２つの観点である「公立病院としての機能と役割

を果たしているか」及び「経営の健全化が図られているか」に基づいて整理し、見直

しの必要性を検証しました。 

 第１の観点である「公立病院としての機能と役割を果たしているか」については、

採算性の確保が難しく民間での提供が困難な政策医療の実施状況から、公立病院とし

て果たすべき役割と機能を概ね発揮していると評価されています。一方で、二次輪番

体制の脆弱化や回復期病床不足等の君津医療圏が抱える課題、また、人員不足や医師

の働き方改革による当直体制の制限等から、現体制では将来的な継続が危うい状況と

なっています。 

 第２の観点である「経営の健全化が図られているか」については、収益的収支につ

いては、業務量の計画値を達成できず、物価・人件費の高騰による費用増によって経

常収支が悪化しています。また、補てん財源は、資本的収支における本院建設に係る
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企業債の償還に加え、収益的収支で純損失を計上したことにより枯渇しており、今後

の設備更新や老朽化した分院建替えに必要な財源がひっ迫しています。物価・人件費

高騰による費用増は公定価格である診療報酬による収益増を上回っており、ＤＰＣに

よる収益の向上、経費節減、人員配置の見直し、病床の適正化等の経営改善策を実施

してきたものの、令和６年度以降、想定を大きく超える財政悪化が生じており、病院

経営自体の赤字構造が極めて強くなっています。また、令和８年度診療報酬改定率の

上昇によって収益的収支が好転したとしても、資本的収支において企業債の償還が大

きく財政を圧迫している現状は変わらず、現行のままでは事業の縮小、さらには事業

の存続が危ぶまれる状況にあり、より一層の経営改革と資本財源の確保が求められま

す。 

 経営の健全化のためには事業の縮小も検討せざるを得ない状況であり、企業団の存

続意義や将来のあり方を検討するために「企業団経営強化プラン」を見直すこととし

ました。特に、事業の縮小については、救急医療、周産期医療、小児医療等の君津医

療圏における医療提供体制の低下を招き、地域住民の生命・健康のリスク増大につな

がることから慎重な検討が必要となります。 

なお、企業団のあり方については、以下の２つの論点で整理することとします。 

 

（１）医療提供体制について 

民間では提供が困難な政策医療は企業団が公立病院として担うべき役割である

が、医療を取り巻く環境の変化、人材確保、経営状況の悪化によって事業存続の

危機に直面している状況等を踏まえると、医療提供体制と医療資源のあり方につ

いては、現在そして将来にわたり持続可能であるかという観点から再検討が必要

な状況にあること。 

（２）経営の健全化について 

公立病院としての役割・機能の継続そのものが困難となるおそれがあることか

ら、より一層の経営強化に向けた取組に加え、財政的に持続可能な経営形態をど

う実現するかの検討も必要となること。 

分院建替え等の長期計画は、現下の財政状況や人材確保の状況を踏まえると、

計画案どおりの実施は困難であり、方向性の整理が必要であること。 

 

第５節 中期経営計画と「（仮称）あり方検討会議」の設置について 

「企業団経営強化プラン」を実行する経営計画については、このような先の読めな

い医療経営の状況下で、従来と同様の５か年に渡る中期経営計画を策定することは現

実的ではないと判断し、特例的に２年間の短期計画を設け、「第７次２か年経営計画

（ブリッジプラン）」と位置づけることとしました。本計画は令和８年度から令和９

年度までの２年間に限定し、「赤字脱却」と「経営基盤の立て直し」を最優先課題と

すると同時に、令和９年度から始まる「新たな地域医療構想」への対応を進め、第８
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次中期経営計画へと引き継ぐものです。その意味を込めて、「ブリッジプラン」と称

します。 

また、「企業団経営強化プラン」において、企業団の検討課題を整理して今後の方

向性を明確にすることを打ち出し、具体的な医療提供体制や企業団のあり方について

は、令和８年度に設置を予定している「（仮称）あり方検討会議」において協議を進

めることとします。 

さらに、同会議で整理された結論や方向性を踏まえ、「第７次２か年経営計画（ブ

リッジプラン）」の期間内において、本格的な実施につなげる計画とします。 

 

【「千葉県保健医療計画」、「企業団経営強化プラン」、「経営計画」の位置付け】 
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第２章 保健医療環境の現状【外部環境分析】 

第１節 人口推計 

（１）人口推計 

 

２０５０年の君津医療圏全体の人口は、２０２０年の８５％に減少し、年齢階層別

の人口割合では、６５歳以上の高齢者は３７．２％に達し、既に減少に転じている生

産年齢人口は５２．８％にまで低下すると見込まれています。 

 

（２）高齢者人口の推計 

 
６５歳以上の高齢者人口は、２０４０年にピークを迎えると見込まれています。 

７５歳以上に絞ると、２０３０年に一度ピークを迎え、その後、２０３５年から２０

４５年まで若干減少しますが、第二次ベビーブーム世代が７５歳以上となる２０５０

年には再び増加すると見込まれています。 
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第２節 患者推計（医療需要の推計） 

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を考慮して、患者調査は最新の R2 年ではなく H29 年のデータを使用しています。 

（１）君津医療圏に住所を有する入院患者数推計 

 
 入院患者数は、２０４０年にピークを迎えると見込まれます。６５歳以上の割合は

継続的に上昇し、２０４０年には８０％を超え、７５歳以上の割合は、２０３５年に

は６５％を超えると見込まれています。 

 

（２）君津医療圏に住所を有する外来患者数推計 

 
 外来患者数は、２０２５年にピークを迎え、その後は減少すると見込まれます。６

５歳以上の割合は、継続的に上昇し、２０５０年に６０％に達する見込みです。７５

歳以上の割合は２０３０年に一度ピークを迎え３８％となり、その後、横ばいとなり

ますが、第二次ベビーブーム世代が７５歳以上になる２０５０年には４１％に達する

見込みです。 
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Ｈ29年患者調査「人口10万人あたり入院×性別×年齢階級」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)をもとに作成
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（３）君津医療圏の入院受療の変化率推計 

 

６５歳以上の人口増加に伴い、高齢者の医療需要が増加することが見込まれます。

しかしながら、がん、虚血性心疾患、脳梗塞については、入院患者の増加数ほど急性

期の治療件数は増加しないと見込まれています。また、心不全、肺炎、大腿骨骨折の

入院患者数は大幅な増加が見込まれますが、このような高齢者の増加により医療需要

が増えるとされている疾病についても、２０４０年をピークに減少する見込みです。 
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し
た
時
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数

Ｈ29年患者調査「入院受療率（人口１０万対），性・年齢階級×傷病分類別」、

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2012)年推計)をもとに作成

君津医療圏 疾患別の入院受療の変化率推計

悪性新生物 脳梗塞 虚血性心疾患 心不全 大腿骨骨折 肺炎
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（４）在宅医療等の推移と変化率 

在宅医療等の需要（患者数）

は増加し、２０３５年にはピー

クを迎え、２０１３年と比較す

ると、１.６４倍、１，２７２

人／日の増加が見込まれます。 

 

 

 

 

 

（５）主な死因別死亡数の推移 

 

全国の主な死因は、第１位「がん」、

第２位「心疾患」、第３位「老衰」です。

「老衰」は２０１８年に「脳血管疾患」

を抜いて、第３位になりました。 

君津医療圏でも、全国と同様の死因

が上位であり、２０２０年には、「老衰」

が死因第３位となりました。「がん」に

よる死亡は横ばい、「心疾患」による死

因が増加しています。「心疾患」には、

心不全、虚血性心疾患等が該当します。 

 

 

 

 

 

（６）死亡場所の推移 

近年、死亡場所は、病院が減

少傾向、自宅、老人ホームが増

加しています。在宅で看取りを

されるケースが増えていると

想定されます。 
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第３節 君津医療圏の医療提供体制 

（１）地域医療構想における２０２５年に担う役割と機能別病床 

（令和５年度第３回君津地域保健医療連携・地域医療構想調整会議資料より） 

 

  

高度

急性期
急性期 慢性期 計

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 272 344 636

2 ○ ○ ○ 36 36

3 ○ ○ ○ 36 36

4 ○

30 30

5 ○ ○ 83 83

6 ○ 272 272

7 ○

112 36 148

8 ○ ○ ○ ○ ○ 60 148

9 ○ ○ 69 69

10 ○ ○ 46

11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 49 98

12 ○ 120 120

13 ○

56 56

60

14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
132 28 160

15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 156 156

16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45

17 ○ ○ ○ ○ ○ 32 32

18 ○ ○ ○ ○ 93 191

19 ○ 19 19

20 ○ (19) (19)

21 ○ ○
19 19

22 ○ 19 19

23 ○ ○ 19 19

24 ○
9 9

25 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

26 ○ ○ ○ ○ 19 19

27 ○ 19 19

28 ○ 5

29 14 14

30 ○ 19 19

【診療所】

【病院】

木更津中央クリニック 循環器内科、内科 2023年４月開院予定

医療法人社団ﾏｻﾞｰ･ｷｰﾌｧﾐｰﾙ産院きみつ

医療法人社団曽川会そがわ医院 消化器･肛門科 5

医療法人社団恒久会山口医院

医療法人社団福徳会福王台外科内科

医療法人社団健誠会Kenｸﾘﾆｯｸ

小手術（腹部ヘルニア等）、健康診

断、乳腺・内視鏡検 査、緩和ケア

(在宅支援)
10

・2021年変更 (変更前)休床

2

環境要因（地域背景・小手

術ニーズ・患者受渡機能）

の検討を踏まえ、事業承継

と診療機能の見直しを 図る

医療法人社団志成会ﾛｲﾔﾙｸﾘﾆｯｸ 眼科において白内障手術等の対

応に病床を使用

内房整形外科ｸﾘﾆｯｸ

医療法人社団健洋会森田医院

医療法人社団望星会木更津ｸﾘﾆｯｸ 慢性腎不全疾患、及びそれに伴う

人工透析療法

駒医院

機能別病床数は未回答(括

弧内は H29病床機能報告

で回答があった

「6年後(2023年)の予定機

能」)

医療法人社団重城産婦人科小児科

社会医療法人社団さつき会袖ｹ浦さつき台病

院

疾患別リハビリテーショ ン 98

医療法人社団三友会三枝病院

医療法人社団栄陽会東病院

医療法人社団重光会君津山の手病院

医療法人新都市医療研究会｢君津｣会玄々堂

君津病院

人工透析

医療法人社団周晴会鈴木病院

慢性期 ・2023年変更

(変更前(R4第2回))慢性期

116

医療法人社団芙蓉会千葉芙蓉病院 慢性期医療

医療法人社団養真会上総記念病院

石井病院 46

医療法人社団志仁会薬丸病院

医療法人互生会ｱｸｱﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 88

・2024年変更

(変更前(R5第3回)

回90 慢58

医療法人萩仁会萩原病院

6床廃止済(平成29年11月か

らの病室の改修工事によ

る)

医療法人社団鵬会高名清養病院 慢性期医療全般

医療法人社団邦清会木更津東邦病院

医療法人社団吉祥会加藤病院

・2021年変更

(変更前)急性期36

医療法人社団明敬会重城病院

足の外科センター ・2021年変更

(変更前)急性期42

アスリートや地域の患者を

ター ゲットに各種外傷手

術、変形疾患手術を 行う。

特に早期退院、患者様の

侵襲を軽減する為、関節

鏡を 用いた手術症例を積

極的に行う。

国保直営君津中央病院大佐和分院

国保直営総合病院君津中央病院 20

・2019年変更

(変更前)高:492 急:125 計

637

区域内の必要病床数や当

院の医療機能を鑑みて病

床機能を変更

ICU病棟の1室を手術室に

転換したため１床廃止

休棟等
移行

予定
備考

回復期

が

ん

脳

卒

中

心

血

管

疾

患

糖

尿

病

精

神

疾

患

救

急

災

害

周

産

期

小

児

№ 医療機関名

2025年に担う役割（予定を含む） 2025年における機能別病床数

在

宅

そ

の

他

補足
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（２）地域医療構想における必要病床数と病院機能報告との比較 

 
令和４年度病床機能報告による病床機能ごとの病床数と令和7年度の必要病床数を

比較すると、回復期は不足し、高度急性期、急性期、慢性期は過剰となることが見込

まれます。本院においても、急性期治療後の回復期病床への転院待ち患者が増加傾向

にあります。 

 

  

高度急性期 232 272 40

急性期 806 1,086 280

回復期 810 213 ▲ 597

慢性期 522 876 354

休棟等 -           196 196

計 2,370 2,643 273

医療機能
必要病床数
（R7年）

令和4年度
病床機能報告
（R4.7.1)

差引
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病床機能報告

（R4.7.1)
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第３章 君津中央病院（本院）の現状【内部環境分析】 

第１節 入院患者 

（１）新入院患者数の推移 

 

 

 

（２）延べ入院患者数と平均在院日数の推移 
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（３）１日平均入院患者数、病床利用率及び平均在院日数の推移 

 
 

 

本院の新入院患者数、すなわち急性期病床への入院を要する医療需要者数は、２０

１７年度がピークとなっています。平均在院日数は、医療の効率化・標準化、ＤＰＣ

入院期間Ⅱ*（全国平均在院日数）以内の退院促進によって短縮傾向にあるため、１

日平均入院患者数は低下傾向にあります。 

２０２０年度に新型コロナウイルス感染症の流行拡大期へ入り、新入院患者数はさ

らに減少しました。２０２１年度以降については、新型コロナウイルス感染症の病床

確保、クラスター発生等による診療制限、患者の受診抑制等の影響が続いていますが、

徐々に新入院患者数は回復傾向にあります。 

しかしながら、超高齢化が進んでいる君津医療圏における急性期医療の需要を考慮

すると、地域連携の強化による紹介患者獲得の取組を行っているものの、新入院患者

数は２０１７年度のピークを超えるような大幅な増加はないものと見込まれます。 

また、平均在院日数については、予定入院はＤＰＣ入院期間Ⅱ（全国平均在院日数）

を基準にクリニカルパスの設定を行うことで短縮傾向にありましたが、地域の回復期

病床不足による転院待ち患者の増加によって近年は延びる傾向にあります。 
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（４）一人１日あたり入院診療額の推移 

 

 ＤＰＣ入院期間Ⅱ以内の退院促進による平均在院日数の短縮に加え、ＤＰＣ医療機

関別係数の上昇、各種加算の算定等の病院機能及び医療の質の向上の取組により、一

人１日あたりの診療額は年々高くなっています。 

 

 

 ＊ＤＰＣ（ＤＰＣ／ＰＤＰＳ） 

Diagnosis Procedure Combination/Per-Diem Payment System の略で、診断群分類に基づく１日当たり定額報酬算定制度とい

い、これは従来の診療行為ごとに計算する出来高払い方式とは異なり、入院患者の病気とその症状を基に国で定めた１日当たり

の定額の点数からなる包括評価の部分（投薬、注射、入院料等のホスピタリティー的要素）と出来高評価の部分（手術料、麻酔

料等のドクターフィ 的要素）を組み合わせて診療費を計算する方式です。包括評価の部分は、１日当たりの入院点数、医療機

関別係数及び在院日数で構成されます。また、在院日数に応じた医療資源の投入量を適切に評価する観点から、診断群分類ごと

の１日当たり点数は在院日数に応じて３段階（入院期間Ⅰ、入院期間Ⅱ、入院期間Ⅲ）に逓減する仕組みとなっています。 

 

包括評価の部分を図示すると、以下のとおりとなります。 
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医療機関別係数

診断群分類毎の
一日あたり点数

× × 在院日数 ×
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参考：ＤＰＣ医療機関別係数について 

 

 
 

 

 ＤＰＣ医療機関別係数のなかでも、診療実績や医療の質向上への貢献度などに基づ

き、医療機関が担うべき役割や機能を評価する機能評価係数Ⅱは全国平均を上回って

います。 

特に、地域医療係数（地域への貢献度を評価）、カバー率（様々な疾患に対応でき

る総合的な体制を評価）、救急医療係数（救急医療の対象となる患者治療に要する医

療資源投入量の乖離を評価）は全国平均と比較してかなり高い評価を得ています。 
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第２節 外来患者 

（１）延べ外来患者数、１日平均外来患者数の推移 

 

 

 

 

 

 １日平均外来患者数は、１，１００人台で推移していましたが、２０２０年度に新

型コロナウイルス感染症流行の影響により大きく減少しました。翌年の２０２１年度

には回復傾向となったものの、医療需要の減少に加えて、紹介受診重点医療機関とし

て地域連携を推進し、外来の機能分化を進めていくため、今後、大幅な増加はないと

見込まれます。 
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（２）１日平均外来患者数と一人１日あたり外来診療額の推移 

 

 地域連携の推進による紹介・逆紹介率の増加に加えて、化学療法や手術の外来化が

進んでいることもあり、外来の一人１日あたりの診療額は増加傾向にあります。 
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第４章 大佐和分院（分院）の現状【内部環境分析】 

第１節 入院患者 

（１）新入院患者数の推移 

 

 

 

（２）延べ入院患者数と平均在院日数の推移 
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（３）１日平均入院患者数、病床利用率及び平均在院日数の推移 

 
 １日平均入院患者数は、２０１９年度まではほぼ３２人で推移していましたが、２

０２０年度から入院患者数が減少傾向にあります。施設の老朽化に加え、多床室が多

く感染症発生時の病床管理の難しさなどから入院患者数は減少傾向にあります。 

 

（４）一人１日あたり入院診療額の推移 

 

 一人１日あたり入院診療額は、近年３万円前後で推移しており、大幅な増減はあり

ません。 
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第２節 外来患者 

（１）延べ外来患者数、１日平均外来患者数の推移 
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（２）１日平均外来患者数と一人１日あたり外来診療額の推移 

 

 一人１日あたり外来診療額は、毎年増加しています。 
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第５章 役割・機能の最適化と連携の強化 

第１節 地域医療構想を踏まえた果たすべき役割・機能 

「公立病院経営強化ガイドライン」においては、個々の公立病院が地域医療構想等

を踏まえて、地域において果たすべき役割・機能を改めて見直し、明確化・最適化し

た上で、病院間の連携を強化する「機能分化・連携強化」を進めることが求められて

います。企業団においても、この考えに基づき取組を進めています。 

第６次５か年計画において、「Ⅰ安定的な経営の確保 病院機能の検討」を掲げ、

企業団が担う不採算事業については地域にとって必要なものとして提供に努めてい

ます。また、令和元年９月に再編統合を検討すべき公的・公立病院に該当した老朽化

が進む分院については、「Ⅱ良質で安全な医療の提供 分院の整備」を掲げ、分院の

役割を整理して建替え構想を再稼働させ、分院の整備方針を示してきました。 

しかしながら、近年の物価・人件費高騰による医業収支の低迷、人材確保難に加え、

本院建設に係る企業債償還の負担等により、企業団の財政状況は極めて厳しく、資金

ショートの可能性と事業継続への影響も現実的な課題となっています。 

このような状況から、これまで検討を進めてきた分院建替え構想については、休止

状態となっています。分院建替え構想は、本院・分院の役割分担を見直し、地域医療

の質向上と経営改善の両立を目指す重要な取組でしたが、現下の財政状況のもとでは、

当初の想定どおりの実施は困難な状況となりつつあります。一方で、地域住民及び関

係機関にとって、老朽化の進む分院の将来像が重要な関心事であることも十分に認識

しており、その期待や不安の声を真摯に受け止める必要があります。 

企業団としては、財政状況、人材確保の見通し、新たな地域医療構想の動向等を踏

まえつつ、分院建替えを含む将来の方向性について、引き続き検討を進めていくこと

とします。 

 

（１）本院の役割・機能 

 本院は、急性期病院として君津医療圏の基幹・中核病院としての役割を担っていま

す。高度専門医療並びに救急、周産期、小児、災害及び新興感染症等の採算性の確保

が難しく、民間医療機関による提供が困難な医療を担い、また、地域の医療機関と連

携を図り、量的に不足している医療を提供し、地域の医療水準の維持・向上に努める

役割を果たしています。特に、救急医療については、地域において二次輪番制度を維

持することが極めて困難な危機的状況であることから、公立病院の果たすべき使命と

して、地域の救急医療体制を下支えしているのが現状です。 

 しかしながら、急性期治療後の患者の転院調整や高齢者救急への対応増加により、

本来担うべき高度急性期機能との乖離が生じつつあり、将来的には医療機能の低下や

地域医療体制全体への影響が懸念される状況となっています。今後の方向性について
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は、地域ニーズ、財政状況、人材確保の見通しを踏まえて総合的に検討する必要があ

ります。 

（２） 分院の役割・機能 

 分院は、地域住民に密着した質の高い医療サービスを提供するとともに、本院と連

携し、医療圏で不足している二次救急医療の需要に対応することで、地域に必要とさ

れる医療機関としての役割を果たしています。しかしながら、老朽化と狭隘化が著し

いものの建替え構想は現時点で具体化に至っていません。今後の分院のあり方につい

ては、地域ニーズ、財政状況、人材確保の見通しを踏まえて総合的に検討する必要が

あります。 

 

 
 

 

（平成３０年４月）

　千葉県小児救命集中治療ネットワーク連携病院
　地域小児科センター

千葉県保健医療計画における本院の役割

循環型地域医療連携システム

　基幹災害拠点病院

　ＤＭＡＴ指定医療機関

周産期医療の循環型地域医療連携システム
　地域周産期母子医療センター

小児医療の循環型地域医療連携システム
　救命救急センター

　鑑別診断を行う医療機関
　身体合併症のある認知症患者の入院治療を行う医療機関

救急医療における循環型地域医療連携システム
　全県（複数圏域）対応型救急医療連携拠点病院
　三次救急医療機関（救命救急センター）

災害時における医療の循環型地域医療連携システム

精神疾患の循環型地域医療連携システム
　精神疾患に対応する医療機関（専門医療）（精神病床なし）
　救命救急センター

認知症の循環型地域医療連携システム
　日常診療を行う医療機関

がんの循環型地域医療連携システム
　地域がん対応医療機関

　各種がん対応医療機関
　　　　　①肺がん　　　　　　　②肝がん
　　　　　③胃がん　　　　　　　④大腸がん
　　　　　⑤乳がん　　　　　　　⑥子宮頸がん・子宮体がん

　専門的な管理を行う医療機関

　緩和ケア対応病院

　脳卒中の循環型地域医療連携システム
　脳卒中急性期対応医療機関

　地域リハビリテーション広域支援センター

心筋梗塞等の心血管疾患の循環型地域医療連携システム
　心筋梗塞等の心血管疾患急性期対応医療機関

　糖尿病専門医と連携して診療を行う医療機関
　　　　　①腎症　　　　　　　　②網膜症
　　　　　③神経障害　　　　　④足病変・壊疽
　　　　　⑤歯周病

糖尿病の循環型地域医療連携システム

（平成３０年４月）

千葉県保健医療計画における分院の役割

循環型地域医療連携システム

脳卒中の循環型地域医療連携システム 認知症の循環型地域医療連携システム

　糖尿病専門医と連携して診療を行う医療機関
　　　　　①神経障害　　　　　②足病変・壊疽

　日常診療を行う医療機関

　鑑別診断を行う医療機関
　訪問診療を行う医療機関

　二次救急医療機関

　災害医療協力病院

糖尿病の循環型地域医療連携システム

救急医療における循環型地域医療連携システム

災害時における医療の循環型地域医療連携システム

　脳卒中回復期対応医療機関

　専門的な管理を行う医療機関
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第２節 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、急性期から回復期、在宅医療に至るまで一

連のサービスを切れ目なく提供するために、本院は、地域医療支援病院・紹介受診重

点医療機関として、地域の医療機関からの紹介患者を受け入れる体制を充実させると

ともに、急性期を脱した患者を回復期・慢性期等に逆紹介する体制を強化します。ま

た、地域における早期の在宅復帰及び社会復帰に向けた医療介護提供体制の構築に努

め、在宅患者の緊急時における対応を担い、後方支援や人材育成等により在宅医療、

住民の健康づくりの強化においても公立病院としての役割・機能を果たします。 

分院は、地域に根差した良質な医療を提供するとともに君津医療圏南部の二次救急

を担う拠点病院としての役割を担います。また、需要が見込まれる在宅医療について

は、訪問診療、訪問看護のみならず、在宅リハビリテーション等の地域の他医療機関

の提供が困難な医療を提供します。 

 

第３節 機能分化・連携強化 

企業団では、本院については高度急性期医療を担う基幹病院、分院については地域

密着型医療及び二次救急を担う病院として位置付け、役割・機能の最適化と連携強化

を進めてきました。分院建替え構想に基づく病床再編は、分院の建て替え時に本院の

急性期病床の過剰分を分院の回復期病床へ移行することで、地域で不足する病床機能

に対応することとする本院の高度急性期特化と分院の機能強化を図る重要な方策で

したが、現在は財政状況等により実施を見送らざるを得ない状況となっています。 

今後は、急性期治療後患者の転院待ちの状況や救急受入体制の逼迫状況など、現実

の医療需要を踏まえつつ、病床再編を進め、医療圏内のみならず広域も含めて機能分

化と連携強化のあり方について検討していきます。 
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第４節 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 

 地域における医療機能や医療の質、連携の強化等については、第７次２か年計画の

「良質で安全な医療の提供」の各施策において、数値目標の設定及び達成状況の検証

を行います。 

 

医療機能・医療の質・連携強化に係る数値目標（第６次５か年経営計画、第７次２か

年経営計画から抜粋） 

 

表を追加 
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 第５節 構成市からの負担金の考え方 

 企業団は、地方公営企業法の全部適用を受けて運営しています。よって、原則とし

て事業運営に必要な費用のすべては事業から得られる収益で賄うという「独立採算性

の原則」による運営が求められています。しかしながら、病院事業は、水道事業や交

通事業と異なり、全国一律の診療報酬制度に基づいて得られる収益で費用を賄わなけ

ればならないという大きな制約があります。そのような中でも、公立病院は、救急、

小児、周産期及び災害等の診療報酬制度による収益では採算の取れない医療にも取り

組まなければならない使命があります。 

このため、地方公営企業法第１７条の２に規定された「経費の負担の原則」により、

「その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない

経費」及び「当該地方公営企業の性質上、能率的な経営を行ってもなおその経営に伴

う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費」については、

一般会計等において負担するものとされています。 

また、「公立病院経営強化ガイドライン」では、「公立病院が、地域の医療提供体制

の中で、適切に役割・機能を果たし良質な医療を提供していくためには、一般会計等

から所定の繰出が行われれば『経常黒字』となる水準を早期に達成し、これを維持す

ることにより、持続可能な経営を実現する必要がある。」とあります。しかしながら、

企業団は繰出基準額に対して繰入額が１００％に満たない状況であるため、不採算部

門も含めた医療提供体制については、経常黒字（経常収支比率が１００％以上）化す

るためには、より一層の経営努力をする必要があります。よって、本業である医業収

支向上の取組については、経営計画で項目ごとに目標値を設定して進め、取組の経緯

と結果を構成市へ説明し、負担金の額については、構成市と企業団で協議して確定す

るものとします。 

 

 

第６節 住民の理解のための取組 

企業団が提供する医療についての住民の理解にために、広報誌やホームページへの

掲載を用いて、患者の視点に立ったわかりやすい情報提供を行います。また、企業団

の経営計画等については、企業団議会議員全員協議会に報告するとともに、パブリッ

クコメント等の方法で広く住民の意見を収集します。  
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第６章 医師・看護師等の確保と働き方改革 

第１節 医師・看護師等の確保 

良質で安全な医療を継続して提供していくためには、医師・看護師等の医療人材の

確保が不可欠です。しかしながら、人口減少社会の進展、とりわけ 18 歳未満人口の

減少により、将来の医療人材の供給は一層厳しくなることが見込まれています。また、

企業団における厳しい財政状況を踏まえると、人件費の大幅な増加を伴うような体制

強化は現実的ではありません。 

このため、企業団では、原則として増員に頼らず、業務の見直しや生産性向上を図

りながら、限られた人員体制の中で必要な医療を持続的に提供していくことを基本と

します。その一方で、医師については地域医療の維持に直結する重要な職種であり、

診療機能を確保するために必要な範囲で重点的に確保を図るなど、メリハリのある人

員配置に取り組みます。千葉大学をはじめとする大学医局との連携強化に努めるとと

もに、確保が困難な診療科については、医師紹介会社の活用、研修医・専攻医向け説

明会への参加、病院ホームページや採用情報サイトの活用等により、計画的な確保に

努めます。看護師については、附属看護学校における教育の充実を図り、地域に根差

した看護職の養成に取り組むとともに、復職希望者や中途採用者に対するフォローア

ップ研修等を充実させ、円滑な職場定着を支援します。また、職員満足度調査等を活

用し、業務負担や職場環境に関する課題を把握したうえで、働きやすい職場づくりを

推進します。 

なお、今後の職員定数も含めた人員体制のあり方については、財政状況、医療需要、

働き方改革への対応状況等を総合的に勘案し、「（仮称）あり方検討会議」における議

論も踏まえながら、必要な見直しを検討していきます。 

 

第２節 臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保 

当院の初期臨床研修プログラムは、救急疾患から慢性疾患まで多様な症例を経験で

きることに加え、２年目以降は将来専門とする診療科を意識した柔軟な研修を組むこ

とができる点に特徴があります。研修医の意見を踏まえたカリキュラム編成や指導体

制の充実に努めてきた結果、近年はマッチングにおいて県内でも高い人気を得ていま

す。今後も、研修内容や勤務環境の改善を継続し、若手医師の育成と確保に努めてい

きます。また、新専門医制度のもとで、内科、外科、救急科、総合診療科、小児科等

の基本領域における基幹プログラムを維持していくため、指導医の確保と教育体制の

充実に取り組みます。 
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第３節 医師の働き方改革への対応 

 ２０２４年から医師に対する時間外労働の上限規制が適用され、長時間労働の是正

と健康確保措置が法的に求められています。企業団では、この制度改正に適切に対応

するため、医師の労働時間の把握と是正、業務内容の見直しを進めています。 

 具体的には、特定行為研修修了看護師や医師事務作業補助者等へのタスクシフト・

タスクシェアを推進し、医師に集中している業務負担の軽減を図っています。また、

ＩＣＴの活用、診療体制の見直し等により、限られた人員体制の中でも持続可能な医

療提供体制を確保していきます。 

 なお、働き方改革の進展、人材不足、財政状況の制約等により、救急・周産期・小

児医療等の維持が困難となる可能性も想定されます。その場合には、人員体制や診療

提供体制の見直しについて、「（仮称）あり方検討会議」での議論も踏まえつつ検討す

るものとします。 
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第７章 経営形態の見直し 

企業団は、平成 18 年４月に地方公営企業法の全部適用を導入しており、その運営

に関しては、実質的な自律の確保が可能となっています。このため、地方独立行政法

人化等により新たに得られる経営上のメリットは限定的であり、現時点では、現行の

経営形態のもとで経営改善に取り組むことを基本としています。 

しかしながら、近年の物価高騰や人件費上昇、医療需要の変化、本院建設に係る企

業債償還などが重なり、企業団の財政状況は極めて厳しい局面となっています。特に、

収支改善が見込めない場合には、令和８年度以降に資金不足が発生する可能性も現実

的な問題となっており、医薬品・委託費・人件費等の支払いに支障を来す事態に至れ

ば、医療の提供そのものが困難となるおそれがあります。 

したがって、企業団では、財政状況、医療需要、人員確保の見通し、地域医療構想

の進捗などを総合的に勘案しつつ、「（仮称）あり方検討会議」における議論も踏まえ

て、最適な経営形態や事業のあり方について検討を進めていきます。その際には、地

域の医療提供体制の維持を第一に考え、住民、構成市、医療関係者等との情報共有に

努めながら、持続可能な医療提供体制の確保に取り組んでいきます。 
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第８章 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

第１節 新興感染症等の発生・まん延時における対応 

（１）本院 

新型コロナウイルス感染症の重点医療機関として対応してきた経験を踏まえ、新興

感染症への対応だけでなく、地域の中核・基幹病院として、救急、がん、脳卒中、心

血管疾患、小児、周産期等の通常診療との両立を図り、地域医療提供体制の維持に努

めます。 

 新興感染症への対応については、①重症患者に対する入院医療を実施する役割、②

地域の他医療機関と連携した組織的な感染防止対策の基幹的な役割を担います。 

①については、新興感染症拡大時には、結核病床や一般病床を感染症病床へ速やか

に転用することで、入院患者の収容に努めます。 

②については、地域の基幹病院として、地域の他医療機関と連携し、組織的な感染

防止対策の基幹的な役割を果たします。具体的には、本院の感染制御部が中心となり、

地域の医療機関及び施設等に赴き、感染症対応に係る指導等を行うことで、地域の安

全で安心な医療と介護の提供体制の維持に努めます。 

 

（２）分院 

本院と連携して回復期の患者を受入れるとともに、発熱外来、ワクチン接種等にお

いて地域の中核的な役割を担います。また、将来の建替え等の整備検討にあたっては、

感染症病床への転用が可能な設備や患者動線の確保等、新興感染症に対応できる機能

を整えます。 

 

第２節 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

感染拡大時を想定した感染防護具等の備蓄、感染防止対策に係る研修会の開催、院

内感染対策の徹底を行います。また、新興感染症拡大時やクラスターが発生した場合

においても、救急医療をはじめとする通常診療を継続できるように、ＢＣＰ（事業継

続計画）の必要に応じた見直しを行います。 

地域においては、平時においても他医療機関と連携して感染対策の取組を行い、感

染防止対策に資する情報の提供と助言を行います。 
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第９章 施設・設備の最適化 

第１節 施設・設備の適正管理と整備費の抑制 

 

 企業団が保有する施設・設備については、「企業団中長期維持保全計画（施設総合

管理計画）」に基づき適切な維持・管理を行っていく必要があります。しかしながら、

現在の厳しい財政状況のもとでは、医療機器・建物設備の計画的な更新を十分に実施

することが困難な状況です。 

 このため、医療機器の更新については、患者の安全確保及び医療提供に不可欠な機

器を最優先としつつ、更新の先送りや延命的修繕を含めた維持管理を行い、また建物

設備についても患者の療養環境を維持するための必要最低限の修繕や更新とし、可能

な限り費用抑制を図りながら対応しています。 

 こうした状況を踏まえ、企業団では、他の医療機関の設備更新等について情報収集

を行いながら、医療安全と費用対効果を踏まえた最適な維持管理のあり方について検

討を進めていきます。また、限られた財源の中で安全性確保を最優先とした投資配分

を行うため、設備更新の必要性と緊急性を客観的に評価し、優先順位を明確化してい

きます。 

 本院への進入道路が一か所のみであることについては、災害時等のリスク低減の観

点から重要な課題であるものの、老朽化した分院の建替えが優先事項であり、現時点

で具体的な整備に着手することは困難な状況です。今後の進入道路のあり方について

は、分院建替えに関する検討が具体化した段階で改めて検討を行うこととします。 

 分院の建て替えについては、老朽化・狭隘化から早急に進める必要性がある一方で、

企業団全体の財政状況は極めて厳しく、当初の構想どおりの整備を進めることは困難

な状況です。今後については、医療提供体制のあり方、財源確保の見通し、人材確保

の状況等を総合的に勘案し、「（仮称）あり方検討会議」での検討を踏まえて、現実的

な方向性を整理していきます。 

 

第２節 デジタル化への対応 

 医療ＤＸは、医療の質向上、患者利便性の向上、業務効率化等に資する重要な取組

であり、その推進は不可欠です。一方で、システム導入・更新には多額の費用を要す

ることから、現在の財政状況を踏まえると、大規模な新規投資を伴うデジタル化を一

挙に推進することは困難です。 

このため、医療ＤＸの推進については、国の制度改正や補助制度の動向を踏まえな

がら、国の方針に沿った対応を基本としつつ、優先順位を付けて段階的に進めていき

ます。電子カルテの更新、そして、業務の効率化に資するシステム整備（勤怠管理、
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情報共有促進等）については、限られた財源の中でも優先的に取り組み、業務負担の

軽減と医療の質の維持を図ります。 

また、サイバー攻撃等による被害が全国的に増加している現状を踏まえ、情報セキ

ュリティ対策は不可欠な課題です。国のガイドラインに基づく対策を着実に実施する

とともに、最新の脅威動向を踏まえて継続的に見直しを行い、被害発生時を想定した

事業継続計画（ＢＣＰ）の更新を行っていきます。 
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第１０章 経営の効率化 

企業団は、第６次５か年経営計画において、「安定的な経営の確保」、「良質で安全

な医療の提供」、「勤務環境の整備」を柱として施策を展開し、経営改善に取り組んで

きました。しかしながら、物価及び人件費の高騰、本院建設に伴う企業債償還負担等

により、補てん財源が枯渇するなど、かつてない厳しい経営環境に直面しています。 

このような状況を踏まえ、企業団では、従来型の延長ではない抜本的な経営改善が

不可欠であるとの認識の下、第６次５か年計画が終了する令和７年度に「第７次２か

年経営計画（ブリッジプラン）」を策定し、短期間（令和８年度～令和９年度）に集

中的な収支改善を図ることとします。赤字脱却と経営基盤の立て直しを最優先課題と

するとともに、令和９年度から開始される「新たな地域医療構想」への円滑な移行に

向け、病床機能や医療資源配置の最適化を進めるための橋渡しとなる計画です。 

 

経営の効率化に向けては、以下の取組を推進します。 

１．収益改善への取組 

ＤＰＣデータの分析に基づく診療機能の強化、病床再編を含む医療資源投入の

最適化、適正な入院期間管理、紹介患者の受入体制の充実等により、医業収益

の改善を図ります。 

２．費用縮減への取組 

材料費・委託費等の契約見直し、業務改善による効率化、ＩＣＴの活用等によ

り、費用構造の見直しを進めます。また、人件費についても適正化を図ります。 

３．事務部門の機能強化 

診療報酬制度・施設基準・補助金制度等に精通した人材育成を進めるとともに、

原価計算やデータ分析に基づく経営判断を行う体制を強化し、病院マネジメン

ト機能を高めます。 

４．職員参画による経営改善 

経営危機の認識を全職員で共有し、「経営強化プロジェクト」を中心として、診

療部門・看護部門・事務部門が一体となった改善活動を推進します。 

 

なお、具体的な数値目標や重点指標については、「第７次２か年経営計画（ブリッ

ジプラン）」において設定し、進捗管理及び評価を行います。 
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重点指標とその目標値（※財務計画については、第７次２か年経営計画に記載。） 

 

表を追加予定 
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第１１章 点検・評価・公表等 

本プランは、地域住民や関係機関の方々に企業団の使命や役割を理解していただく

ため、ホームページにて公表します。 

本プランは、第７次２か年経営計画（ブリッジプラン）期間中の取組の方向性を示

すことを目的とするものであり、各取組の具体的な数値目標や進捗管理については、

第７次２か年経営計画において毎年度点検・評価を行います。 

 

（１）本プランの点検及び評価 

次の委員会において、経営計画の具体的な施策について点検及び評価を受けます。 

①君津中央病院企業団経営改革委員会（構成市） 

②君津中央病院企業団運営委員会（外部有識者会議） 

なお、「（仮称）あり方検討会議」においては、本プランに基づく取組状況や点検・

評価結果を踏まえつつ、将来の役割・機能のあり方等について検討を行い、必要な提

言を行います。 

 

（２）公表の方法 

君津中央病院のホームページに掲載します。 

 

（３）本プランの見直し 

本プランは、令和８年〇月に見直しを行っており、その後についてはプラン終了ま

で残り２年間であり、原則として抜本的な見直しは行いません。ただし、診療報酬改

定、医療提供体制を取り巻く環境の急激な変化、社会経済情勢の大幅な変動等により、

計画の前提条件が大きく変更された場合には、必要最小限の範囲で見直しを行うこと

とします。 


